
 

 

■WW夏合宿 
♀日時 ８月２１、２２日（土日） 

♀場所 三輪会員宅（一宮市） 

♀トピック ベーシックインカム、ワークシェアリング 

       雇用の男女平等実現のための戦略 等 

詳細は、次ページ 

 

 

 

 

■働く女性のカフェ  

ベーシックインカム 
♀日時 １１月１３日（日）  

１３：３０～１６：３０ （予定）  

♀講師  堅田香緒里さん（埼玉県立大） 

♀場所  名古屋都市センター（金山） 

♀企画  ワーキング・ウーマン 

♀主催  東海ジェンダー研究所 

 ２０１０．７．３０   第１45号 
    

    ワ－キング・ウ－マン 

〒464-0092 名古屋市千種区 

            茶屋が坂 2-6-B-805 

  （０５２）８４２－２７３９（内藤） 

       留守番電話・ＦＡＸ 
http://www008.upp.so-net.ne.jp/w_woman/ 

 

  ♀Ｗ・Ｗニュ－スは隔月発行です 

  申込先 〒振替 00870-4-10024 

    ワ－キング・ウ－マン           

年間購読料   ４０００円    ＷＯＲＫＩＮＧ ＷＯＭＡＮ 

                 男女差別をなくす愛知連絡会 
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＊次回事務局会議は ８月２２日（日） 午後合宿後 参加される方ご一報を 

 ♀女性が安心して働き続ける条件を、

WW は雇用機会均等法の改正をはじ

めあらゆる視点で追求してきました。 

 近年、話題になっている“ベーシックイ

ンカム“は、今完全雇用の実現は困難

とみて、貧困や生活安定対策に雇用政

策だけで対応するのではなく、誰にでも

無条件に所得を与えることで、生活を保

障しようという考え方です。 

雇用を問題にしてきたWW としては

興味津々！次回のカフェでは、徹底疑

問解明をはかります！ 

夏合宿では、下記１１月

のカフェに向け問題点

整理をやりまーす！ 
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ことしも、恒例夏合宿を、ＷＷ会員の三輪さんの自宅で開催します。 

食事は、昨年も絶賛だった「ケータリングサービス ヒロオ」。 

２日間のスケジュールは下記のとおりです。積極的にご参加を。 

         日 時 ：８月２１日（土） 午後～ ２２日（日）正午 

         場 所 ：会員：三輪さんの自宅（ＪＲ・名鉄一宮駅の近くです） 

         申し込み方法 ： 申込書に記入送信ださい 

         費用 ：5000円（２１日夕食、２２日朝食食事代含む！超オトク！） 

■スケジュール： 

２１日（土） 14:00～17:00＞＞ベーシックインカムを考える 

19:00～21:00＞＞ゲストトーク 雇用の男女平等実現のための戦略について 

石原紀彦さん（谷岡郁子議員秘書） 

  ２２日（日） 9:00～12：00 ＞＞ワークシェアリング実現の道程 
■今年のポイント 

【ベーシックインカム】については、この秋に堅田香緒里さんをお招きし、会を持つ予定。で

もその前に、自分たちで問題点・疑問点を整理しておこうと、昨年夏合宿に引き続き、今年

も取り上げました。私たちは、生きる権利として平等な雇用の保障を求めてきました。ベー

シックインカムは大雑把に言うと、完全雇用を無理と考え、雇用によらずに基本的生活自体

を保障していこうという考え方です。そしてそれに対し、雇用を分かち合いワークライフバラ

ンスを実現しようというのが【ワークシェアリング】。では、その実現のためにはどのような

制度が必要になるのか、それが二日目のテーマです。この二つのテーマをつなぐのが日本

の政治現場からの情報（by石原さん）です。あー！なんておいしい企画なんでショ（＾＾）/~ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＷＷ夏合宿 参加申し込み票  052-842-2739 FAX 
（8 月 15日までにメール wws1986@hotmail.com か FAX で） 

① ８月２１日（土）２２日（日） 両日参加 

 

② ８月２１日（土）のみ参加          ③８月２２日（日）のみ参加 

 

 

お名前： 

 

連絡先： 

 

＊集合場所、時間など詳細は後日連絡させていただきます。 

http://www.niki-museum.jp/guide.htm
mailto:wws1986@hotmail.com
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WW 例会報告 

男女平等の働き方を求めて 

「I LO の活用法を学ぶ」  
講師 牛久保秀樹さん（弁護士） 

＠2010.7.4「WINCあいち」 

 
 
牛久保秀樹さんは、数々の労働裁判に

関わり、ILO へも直接何度も足を運び、ILO
の活用を実践してこられました。講演は具
体的な事例を交えとてもわかりやすい語り
口でお話をいただき、参加者一同おおいに
納得し、力付けられました。以下は、講師
のお話をまとめたものです。 
 
● きっかけは 30年以上前の一つの労

災裁判から 
30 年ほど前、大日本印刷のロッカール

ーム管理者男性が死亡した労災裁判に関
わった。その男性は朝 8時から翌朝 8時ま
でという勤務を２人交替でこなし、2 年間続
けた挙句に亡くなった。労災裁判は勝訴し
たが、むなしさを感じた。確かに死亡後の
労災認定のシステムはある、しかし「風邪
ひとつひけない、二日酔いもできない(休め
ば相方が二日間ぶっ続けの勤務になる)、
休日も無い。こんな普通の社会人としての
生活を送る自由も無い、人間性がつぶされ
ていくような生活になにか手を差し伸べる
ことができないのだろうか。裁判は、日本
の法律に違反しているかどうかを争うもの。
しかし、こんなに不十分な今の日本の労働
関係の法律の元で、勝った負けたとやって
いていいのだろうか」と。 その時、大学時
代の友人である吾郷真一さん翻訳の ILO
の本『国際労働基準と ILO』を読み、ILO の
基本にカルチャーショックを受けた。そして、
「日本の法律や労働基準そのものを根本
から変えていくことを仕事にしよう」と思っ
た。 
 
●ILOは International Labor Office? 

ILOに目覚めた当時、ILOが労働現場に
役立つという認識は日本の中にまったくな
かった。ILO の窓口は連合に一本化され、
下部の労組が直接 ILOと接触するなどとい
うことは考えられなかった時代だった。そこ
で「ILO を批准する会」を立ち上げ、市民運
動グループとして ILO に接触を求めた。す

ると意外にすんなり会いましょうと言われ、
ジュネーブに出かけることに。最初の訪問
は 1992 年のことだった。行ってみたらジュ
ネーブの ILO にはどこにも International 
Labor Organization という看板は出ていな
いのに驚いた。あるのは International 
Labor Office 国際労働事務所というのば
かり。つまり、国際労働機関という抽象的
なものではなく、個々の ILO 事務局と具体
的な人間関係を作り、交流をしながら活用
していくことが大切なんだということが初め
て分かった。さらに驚いたのは、ILO は組
織の大小にかかわらずすべての労働者に
開かれており、あらゆる来訪を歓迎すると
言われたこと。そうした組織に対してレクチ
ャーやブリーフィングをして労働者の権利
はどういうものかを知ってもらう、これは本
来 ILOの最も大切な仕事であるとも言われ
た。これが分かったことこそ大きかった。 

 
ILOに対して行なってきたのは 

① 国際労働基準はどうなっているのかを
学ぶ 

 188 ある条文がどういう意味合いを含ん
でいるのか、条文の活用にはどんな方法
があるのかを意見交換する。その中で学
んだことを日本での活動に生かす。また監
視機構にある申し立てという機能をどう活
用できるのかを、意見交換しながら学ぶこ
と。 
② ILOに申し立てをする 

ILO に対し、野村証券の男女差別、NTT
単身赴任の問題、国労の雇用差別、日本
の教員労働者の問題など、数多くの申し立
てをしてきた。日本は ILO をとてもよく活用
してくれていると、ILO がびっくりするくらい
の状況になっている。 ILOは、労働につい
ての国際基準を作ってその国の労働政策
がその基準になるよう指導していく、という
のが役割なので、個別の事件を解決する
のではなく、事件の問題点を通してその国
の施策を変えるよう指導していくもの。した
がって、一つ一つの事件解決に役立つとい
う点では難しい面があるが決して無縁では
ない。それが典型的に表れた例が、野村
証券の男女差別の事件だった。 
 
●100号条約(同一価値労働同一賃金)を
活用しよう 
ILO は、日本の雇用男女差別の問題は
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個別の企業というより日本の根本問題だと
見ている。この現象に対する ILO側の分析
は、 
１、賃金形態が年功序列賃金になっている。
２、昇進昇格の遅れ。 
３、出産退職等のため勤続経験が短い。 
４、結果、再就職の場が限定されている。 
つまりこの４点により、初任給では男女

差がそれほどないにもかかわらず格差が
広がっている、と述べている。その解消に
は、・勤続年数による勤務経験の違いが賃
金格差につながらないような仕組み ・女
性の職種が限定されないような仕組みを
作るべきだ。そのために seniority credit(経
験値の保証)を何らかの形で明らかにさせ
るようなシステムを日本に導入させ、
seniority credit を積み重ねることで、次の
仕事に生かせるような『資格』のようなもの
が導入できないかと提案している。 

ILOの 111号条約は、男女を含めあらゆ
る差別の禁止条約だが、日本政府はこれ
を批准していない。ただ、同一価値労働同
一賃金の 100号条約は批准しているので、
賃金の問題を通じて男女平等を実現する
よう、これを活用することはできる。女性差
別の是正に ILO を活かしていくためには、
今まで ILO が勧告などで言っている点を分
析し、それを基に是正を日本政府に迫る。
ILO 側との意見交換をしながら、場合によ
っては ILOに調査団の派遣を要請するなど
をしてはどうか。 

ILO はこの 100 号条約について日本政
府に果敢に論争を挑み、すでに 10 数回是
正勧告を出し続けている。また、勧告に対
しての日本政府の回答が非常に不十分だ
として、何度も調査団を派遣したいという申
し入れもしているが、日本政府はかたくな
に受け入れを拒否している。 

 
●日本政府が調査団を受け入れてしま
った事例 
それは日本で教員に勤務評定制度が導

入された時のこと。この制度は教員の身分
不安定な状況を招くとして、ILO(労働条件)
とユネスコ(教育内容)が一緒になった「共
同専門委員会」に申し立てをした。そして 3
度是正勧告が出されても是正されないの
で調査団を派遣してほしいと申し入れた。
その時文部科学省はうっかり「全教(全日
本教職員組合)のような小さな組織からだ

けではなく、もっと大きい組織や教育委員
会などの意見も聴いて欲しい」と返答。これ
を受けて ILO はすぐさま調査団を派遣し、
東京、大阪、香川で調査をし、よりひどい
状態であることを確認。ILO は勤務評定の
問題について、勤務評定制度は恣意的な
条件が多すぎる、もっと客観的な基準を導
入しなければいけない。教員側からの意見
も聞き、情報はすべて開示、異議を申し立
てる権利も保証されていなければいけない、
また、導入については事前に交渉をして双
方が同意をしてから実施しなければならな
い、という是正勧告を出した。 
この日本の教員の問題を通して見えてく

るものがある。それは、日本の民主主義水
準の問題ともいうべきことだ。“あらゆる段
階で情報の開示がされ、意見を述べること
ができ、決定に対しては異議を申し立てる
ことができること”これを ILO・ユネスコの是
正勧告の文書では general right(普遍的権
利)と言っているが、これは、その国が民主
主義を標榜しているならば、存在しなけれ
ばならない権利である。ILO は、なぜ日本
ではそのgeneral rightが認められないのか。
是正勧告は結果として勤務評定を良くし、
教員のやる気も引き出すことなのに、なぜ
日本の文科省は実現しないのかという。日
本の教育問題は、教員の勤務条件につい
ての基本的な骨格が間違っており、それの
是正が必要だとも言っている。 

 
●投資格付け会社も後押しした野村証
券裁判の勝利 
コース別賃金、昇格は男女差別であると
訴え勝訴した野村証券裁判には、外国の
投資格付け会社もそのあと押しをした。 
裁判の中で、100号条約に違反していると
いう我々の申し立てを受け、ILO は企業名
を挙げての勧告を出した。それを受けて
GES 社という「投資格付け会社」が、野村
証券は投資不適格企業であるという判定
を、全世界に向けて出した。野村証券はこ
うした事態も受け、人事基準を変え和解を
申し入れらという経緯があった。 
これを知り、早速ストックホルムにある

GES 社を訪ねた。同社は企業の倫理基準
を設け、全企業を対象として倫理規範を設
けウォッチングしているという。例えば軍事、
反環境、汚職等は倫理違反となります。そ
倫理規範の中に ILO 労働条約違反が入っ



 

 4 

ており、自国から間違いを指摘されていた
り ILO の勧告を受けているという企業は、
倫理規定違反となり投資不適格企業とみ
なされる。そうすると格付けを参考にしてい
る投資会社は、その企業に対して投資を
控えるようになる。投資不適格とされたこと
に対して野村証券はただちに反応し、同社
に担当者を派遣し内容の確認と協議を行
った。結果として社内規定を変え裁判を和
解へと導いたというわけである。 
 
●ILO コア条約 
ILO は国際条約なので、その国が批准を
しないと効力を持たない。例えば、労働時
間と休憩・休暇に関する条約は全部で 18
もあるが、日本政府はまだ１つも批准して
いない。だからこれを活用して労働条件の
改善を図るということは難しい。 
ILO はこうした事態を何とか改善しようと、
次の４つ分野をコアの条約と定めた。 
・平等に関する分野。 
・児童労働の禁止に関する分野。 
・強制労働の禁止に関する分野。 
・労働組合結成の自由に関する分野。 
この４つの分野に関しては、条約を批准し
ていなくても ILO に加盟していることを持っ
て効力を持つ、ということを ILO総会で決議。
差別禁止である 111 号条約はこの中に入
っている。これを ILO は「大きな武器を持っ
た」と言っている。 
 
●ディーセントワークとは 
Decent workとは、第三段階の ILOが、世
界各国に広め実現させていくことを目指し
ているもので、 “働きがいのある人間らし
い仕事“というものだ。これは ILO の持って
いる価値観を言い表した言葉で、各国の政
策的目標に掲げて実現を目指している。 
《Decent の概念は少々分かりにくいのです
が、牛久保さんは、産業革命当時言われ
た「週一度洗濯したシャツを着て教会に行
ける暮しが decent life」とか、映画『怒りの
ぶどう』でヘンリー・フォンダが農場の仕事
を”not decent 
“と言ったなどの例を挙げ、家族が揃って
生活ができ、老後や子供の未来を託すこと
のできる仕事、と説明されました。そして今
の日本の派遣労働者、非正規雇用者の実
態は一番ひどい not decent ではないかと
言います。》 

今、ILOは労働時間の中でDecent working 
time というのを提唱し始めている。我々は
“人間らしい労働時間”と訳している。今ま
で ILOは１日８時間、週 40時間と、労働時
間の量を問題にしてきたが、今後は量だけ
ではなく質にも目を向け、Decent working 
time を研究しながら、ぜひ条約にまで持っ
ていきたいとしている。 
Decent working timeの５つの要件 
① 健康に良い労働時間。   
② 男女平等を進める労働時間。   
③ 家族に友好的(friendly)な労働時間。 
④ ①～③を踏まえた上での、生産的な労
働時間。   
⑤ 労働者に選択肢が認められる労働時
間。 
Decent working time は決して夢物語では
ない。例えばオランダはでは、賃金や雇用
保険などは全く一緒で働く時間数だけが違
うという「正社員(フルタイム)、パート選択自
由化法」というのがあり、社員は自分で働
き方を決め自由に行き来ができる。 
ILOではDecent working timeの実現のた
めに、その国ごとのプログラムを作り協力
をしている。今デンマークでは政府と ILO
が共同して 5年計画を進行中。そこが成功
したら次はカナダが予定されている。「よく
デンマーク政府が納得して受け入れました
ね」と言うと、「その国を良くしようとする方
策に、なぜ政府が協力しないと思うのか」と
かえって ILO 側が驚いた。「日本の政府は
決してそういうことに協力しないだろうと思
うから」と答えた。 
日本は世界で 2番目に多額な ILO分担金
を出している。しかし、ILOを活用しもっと労
働環境を良くしようとしない、調査団も受け
入れない、プログラムの作成にも協力しな
い、日本は実に妙な国だと思われている。
政府の対応が悪いのは私たちの努力も足
らないのではないか。そんな中でも少しず
つ成果は上がってきている。例えば第 156
号条約「家族的責任を有する男女労働者
の機会及び待遇の均等に関する条約」は、
女性運動や日弁連の取り組みなどで、制
定から 15年たって批准された。それを受け、
NTT 銚子無線の裁判で ILO に申し立てを
行い、勧告を受け、NTTの就業規則を変え
させることができたし、その結果、労働者の
家族責任を定めた「育児・介護休業法」が
2001 年に制定されるというような成果を上
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げている。野村証券の事例にも見られるよ
うに、国際的な労働基準というのが企業活
動の前提にもなり始めてきている。 
国際基準というのは、速効性という点で
は難しいこともある。しかし私たち労働者の
権利を守っていくといことを考えたときに、
いろんな意味で活用し、その水準を日本の
社会に普及し、変えていく活動をしていか
なければいけないのではないか。それがこ
の国の民主主義の機能を根本から変えて
いくということにもなる。企業も閉じこもって
いるが私たち運動もこの島国にとじこもっ
てきたという弱点があるのではないか。18
もある労働時間に対する条約を一つも批
准していないというのは、政府も悪いがそ
れを許している労働運動や労働弁護士も
悪い。そう反省しながら取り組んでいる。 
*ILO－国際労働機関 
[第一段階] 第一次大戦が終結した 1919
年発足。ロシア革命が起き(1917年)、国
際連盟も発足(1920年)した。 

[第二段階] 第二次大戦終了の前年 1944
年、結社の自由・労働者の団結権などを
盛り込んで、再出発。(日本は 1940年に
脱退し、1951年に再加盟)。 

[第三段階]  21世紀に向けてディーセント
ワークという考え方が提唱された。 
現在 ILO条約は 188。日本は現在 48の条
約を批准。 
 
<質疑応答> 
Q. ILO条約で批准されたものに関して、原
則は国際法は国内法より上位法であるは
ずです。100 号条約と労基法４条の関係の
ように、国内法にきちんと明記されていな
い場合はどういう扱いになるのか。 
A. 明記されていなくても批准された条約
は直接効力を持ちます。労基法の解釈の
中にそれは含まれます。しかし裁判をした
場合、野村証券裁判などでも「コース別で
総合職と一般職を分けたのであって、男女
で分けたわけではない」といっています。裁
判で負けるのは「男女差別ではない」という
事実認定のところで、条約に違反してはい
ないという裁判の仕組みの部分で負ける
わけです。 
日本のパートについて言うと、ILO にパート
条約があるが、日本はこれを批准していま
せん。労基法４条は 100号条約に違反して
いるわけではないが、日本のパート法は

ILO パート条約に違反している。厚労省も
それが分かっていて、パート労働法を少し
ずつ改正しながらパート条約批准のため
の努力をしていると言っています。 
 
Q. コア条約に違反しているということで、
パートや派遣の身分の差、待遇の差は申
し立てできるのか。 
A. パート条約が批准されればもちろん申
し立てができます。ただ批准まではまだ時
間がかかります。今は、パート労働は間接
的な女性差別ではないかということで申し
立てをしており、ILO もそのことを指摘し始
めています。ILO は条約の中身をできるだ
け幅広く考えてくれていいとも言っていま
す。 
 
Q. コア条約であっても批准が必要なの
か。 
A. そこがまだ中途問題です。批准してい
ないコア条約について正式の申し立て権
があるかないかについては、まだ議論され
ている最中です。守る義務があるということ
についての確認はしています。 
パートについて言えば、日本のパートは、
パートにも当たらないものだと言っていま
す。マージナル(辺境)、つまりパートの外の
もっとひどい状態ということです。パート労
働ももっと長い時間働き、生活を支えること
のできるものでなくてはいけない。５時間位
は働く権利が保証されていないとパート労
働とはいえないということです。 
 
Q. 大学の非常勤講師をしていますが、一
年雇用で雇い止めがあって身分が不安定。
労働条件も悪い。文科省の大学の格付け
には教員の労働の状況も入っていけばい
いのですが。組合にも申し入れたが難しい
状態。 
A. ILO・ユネスコの勧告には、教員の身分
保障については相当細かく入っており、教
員の身分の安定は何より必要だといって
います。だから ILO・ユネスコへの申し立て
は充分可能だと思います。ただ申し立ては
全国的に国内で普遍な状況ということにな
っていますから、個人の案件としては難し
いですね。申し立ての基本は労働組合を
通してということになっています。組織であ
れば 、組合やユニオンでな く て も 、
association であればいいので、他の大学
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の非常勤教員の人と連絡を取り合って組
織を作り、申し立てるといいのでは。 
 
Q. デンマークの話などを聞き、信じられな
い思いもありますが、国を良くしていくため
には協力し合うのは当たり前という考え方
素晴らしいと思います。そのためには政府、
使用者側、労働者側三者の、どこをどう変
えていけばいいのか。 
A. 日本とアメリカ以外の世界はもっと進歩
的ですよ。日本の労使問題は何度も取り
上げられており、日本は変な国だということ
は ILO にも浸透しています。日本の実態は
少しずつ知られてきてはいますが、もっと
知らせることも大切です。 
 
Q. パート労働では、労働時間が 30 時間
以下に抑えられて、生活できない賃金にな
っている。ILO100号条約には生活できる賃
金の保障が入っているのか。 
A. 100 号条約にはそこまで入っていない。
ただ、ディーセントワークの中にはそれが
入っています。日本の非正規労働は、企業
が社会保険費用の負担を少しでも減らそう
として採用しているもので、ILO を含め全世
界的も、考えられない雇用の形態です。 
 
Q. 社会保障制度を充実させたオランダモ
デルができてからでも、オランダでは国内
から企業が撤退してきている。 
A. オランダも今、崩れかけてきています。
人種の幅も大きく、どうして自分たちの賃
金は安いのかという突き上げも出ています。
一つには EU になったためで、EU はヨーロ
ッパ的な保護的政策を取っ払って、アメリカ
の基準を取り入れる方向で政策を進めて
おり、ヨーロッパも大きく変化してきていま
す。スゥエーデンそんな感じですね。 
 
Q. ディーセントワーク、ディーセントワーキ
ングタイムを成し遂げるために、ワークシェ
アリングの可能性は考えられないか。 
A. どちらかというとワークシェアリングとい
う考え方があまり好きではない。日本では
もっと違う方法があるのではないかと思う。
ワークライフバランス、の前にディーセント
ワークがあって、そのことが確保された上
で、ワークシェアリングがあるのでは。ワー
クシェアリングで雇用を創出するより、日本
にはもっと違う問題があるのではと考えま

す。 
 
Q. 連合はダメか。希望はあるのか。 
A. 可能性はあります。ILO 労働者側理事
の中島さんという人は連合の国際局長で
すが、ILO の信頼も厚いです。しかし連合
全体でいうと動きが鈍いし、日本の政府と
の関係で難しい点もある。 
 
Q. 民主党政権下で希望はあるか。 
A.  当初は思っていました。最近は動きが
止まってしまっていて。ただ、民主党政権
下で幾つかの条約を思い切って批准だけ
でもしてほしいと思っています。111 号(雇
用における差別禁止条約)、158 号(解雇規
制条約)はぜひ批准してほしいですね。パ
ート条約 はまだ批准の条件が整っていな
いということですが、批准してから国内法を
整備していけばいいので、ぜひ批准してほ
しいです。もちろん女子差別撤廃条約選択
議定書もです。 
 
＜意見・感想＞ 
・大学に勤めています。企業の実態はある
程度知っていましたが、大学の実態がこん
なにひどいとは知らなかった。労働者とし
ての正当な扱いを受けていない。改善のた
めにはどんな運動をしていったらいいのだ
ろうかと思っている。工場労働者とも手を
結ばなければいけないと思っているが、大
学の教職員側に労働者性が出ていないと
いうところが弱いと思う。民主党政権下で
千葉大臣が選択議定書の批准をすると言
っているので、そこに期待をかけている。 
・バックラッシュ裁判の支援をしている。情
報隠しなど悪意のある方法で辞めさせられ
たが、人権侵害で逆転勝訴した。大日本印
刷の事件など常識では考えられない雇用
状況がある。憲法 13 条を根拠にして、ここ
の法律より事実認定を先行して争えるので
はないか。（大久保氏「そうだと思います」） 
・ディーセントワークというのは、要は人間
らしい時間労働して、暮らせる賃金を得る
ということですよね。 
現在の、一部の人に偏った、過剰な労働
時間、それは高給なものも低賃金なものも
あるけれど、その労働時間をディーセント
なものにすれば、雇用は創出されるという
考えかたもあるんじゃないかと思いました。 



 

 7 

 名古屋の男女共同参画推進センター“つ
ながれっとＮＡＧＯＹＡ”で、年１回開催され
る“つながれっとまつり”。一日を３分割して、
各２時間半ずつに分け、すべての部屋を無
料開放して多種多様なワークショップが同
時開催される、というもの。そこへ、指定管
理者の代表からじかに「私も関心があって
聞きたいので、三井裁判のことを何かやり
ませんか」と声をかけていただいたのが３
月の高裁判決直前でした。私は“つながれ
っとまつり”というものを知らなかったので、
会場費が無料！に惹かれて、何となくこれ
はやったほうがいいかな、と思い始めてい
たところへ『逆転勝訴！』のビッグニュース
となり、一挙にやるしかない、やらずにはお
けない、やらない手はない、となりました。 
が、当日は朝からの雨！に加えて、“つ

ながれっとまつり”がどうやら裏目に出たよ
うな……。同一建物内で、２１のワークショ
ップとセンター主催のシンポジウムに無料
映画会、さらに３つの展示を合わせると２６
もの企画がひしめきあう中で、「館長雇止
め・バックラッシュ裁判逆転勝訴報告会」は、
他の企画に“食われた”か、と思いたくなる
参加者の少なさで、ミニ集会となってしまい
ました。体調不良をおして来ていただいた
宮地弁護士には、大変申し訳なく思いま
す。 
けれど、その少ない参加者の中には「すー
ごく良かった。今回はよーくわかった。」と、
手放しで喜んでくれる人もいて、こちらもつ
いその気になって救われる思いです。また、
三井マリ子さんの新刊本『髭のノラ』が、３
冊残したのみで、１２冊が売れたことは、驚
きでした。２０人足らずの参加者のうち、す
でに持っている二人を除くとかなりの確率
で「髭のノラ」は買われたことになります。 
  
 宮地弁護士の話は、特にバックラッシュと
は何か、に焦点をあて、事件の全体像が
時系列にわかる解説をされた後、同じ裁判
であっても一審と二審とでは判決にこれほ

どの違いがある、と対比表を用いて具体的
に示されました。これも「とてもよくわかっ
た」と好評でした。次に、控訴審判決の特
徴に移り、「人格権の歴史と実際」といった
内容でお話いただき、人格権が憲法１３条
の“すべて国民は個人として尊重される”を
根拠としていること、法律に明文化されて
いるわけではないこと、人間としての尊厳
が侵害された時に使われること、などを教
えていただきました。パワハラ、セクハラ、
モラハラなどはすべて人格権の侵害にあ
たると。さらに、問題点として「雇止めが認
められなかったこと」と「賠償金、弁護士費
用が低いこと」を挙げ、「常任弁護団は８人
おり、時給換算すると、我々の報酬は何十
円か？日本は賠償金が低すぎて抑止力に
ならない。外国では考えられない低さであ
る」と冗談もまじえた鋭い指摘をされました。
公務員の特別職に準じるとして、雇止めが
認められなかったことについては、参加者
からの質問が相次ぎ、有期雇用であっても
民間であれば認められる雇用の継続への
期待権、解雇の制限法理などが、地方公
務員法の縛りで、公務員には認められない
現状を説明されました。しかしながら、将来
的には公務職場でもこれらが認められる
日が来るであろう、と今後への見通しを示
唆されました。現に公務職場での雇い止め
を裁判で争っている例はたくさんある、との
こと。 
 
「日頃、女性たちに差別を許してはいけ

ない、声をあげよう、と言ってきた三井さん
が、事が自分自身の身に降りかかった時、
何もしないでの撤退はさぞ、納得ができな
かっただろう」ならば、「公務職場での雇止
めの違法性を争うことがいかに困難といえ
ど、弁護士として三井さんを支えよう、と思
った」と、三井さんとの出会いを語られた宮
地弁護士の弁は、予測される困難を引き
受けて、なお立ち向かって行く運動の原点
に触れる思いで聴きました。この人と人と

報告  館長雇い止め･バックラッシュ裁判 

６/２６ 高裁逆転勝訴報告会 ｉｎ名古屋 
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の連帯こそがパワーをうむことを参加者も
感じ取ったに違いない、と思います。 
 
 「髭のノラ」への関心の高さと的を射た相
次ぐ質問から、少数精鋭の集いであった、
と少々強がって思うことにします。一方、強
がりではなく、三井さん関係の名古屋での
集いも３回目となり、準備する側の人の輪
が広がり、８人ほどで短時間にてきぱきと
受付、横断幕、ＤＶＤなどを手分けして準備
できたことは、今後につながる人の輪とし
て心強いことでありました。（岡田記） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
労働法律旬報』が本裁判を特集！ 

７月 25 日発売！ 
  
 『労働法律旬報』2010 年 7 月下旬号が、
館長雇止め・バックラッシュ裁判を特集しま
す。 この雑誌は労働法と社会・労働問題
の専門誌ですが、働く人たち一般にも役立
つ情報が多いです。 
  特集名は「とよなか男女共同参画推進
センター『すてっぷ』館長雇止事件」。 
  内容は、高裁判決文、弁護士の解説、
原告の提訴理由、浅倉むつ子教授意見書、
など。  
  発刊日は 7月 25日。1冊 2100円。 
  定期購読者が多く、書店にはあまり置い
ていないようです。 
  図書館や知り合いの弁護士事務所で読
むことも考えられますが、記念すべきことで
すので、お買い求めいただける方はお願い
します。 書店に置いてない場合は、雑誌
社に直接注文をしてください。 
  ・03-3943-9911（旬報社・営業） 
 

 去る６月２０日、東海ジェンダー研究所と、
山川菊栄記念会の共催による表題の講演
会が、金山の名古屋都市センターでありま
した。講師の一人は、WW会員である水田
珠枝さん。事務局から奥田、坂、岡田の３
人が、宮地弁護士と牛久保弁護士の講演
会のＰＲをかねて、参加してきました。確か
６０人位の会場に、７０人以上が入るという
大入り満員でした。各地から、研究者、大
学教授クラスの方が多数参加されているよ
うでした。よって、講演内容も、日頃お勉強
を積んでいない我々、いえ、失礼！私には、
かなり高尚で理解が追いつかない面はあ
りましたが、それでもじっと耳を傾けている
と、わかってくるところはあり、興味をもって
聞き入ることができました。 
 はるか４０年の昔、高校の教科書にも「山
川菊栄」の名はあったように記憶するが、
少なくとも短大での「近代女性史」の授業
には間違いなく登場していたはずの「山川

菊栄」は、社会主義者との印象しかなく、こ
れまで私の興味、関心を引くことはなかっ
た。もっとも、関心をもったとしても、本格的
な思想家である「山川菊栄」を読みこなす
ことは、当時から現在にいたっても、むず
かしいと思われるのだが。 
 この日初めて、さわりだけでも「山川菊
栄」の原文に触れた、と思う。 
 講演者の吉田啓子（名古屋経済大学）さ
んと、水田珠枝さんの解説により、社会主
義者だけではない、日本のフェミニズムの
源流が「山川菊栄」にあることを知り、おお
いに驚くとともに、大変嬉しくもあった。 
 山川菊栄記念会のパンフレットに掲載さ
れている、若き日の山川菊栄の写真は、知
的な顔と端正でりりしい着物の着こなしを
伝えている（次頁）。この姿が私はいっぺん
に気に入った。また、歴史上の人物とばか
り思っていた「山川菊栄」が、私と同時代を
２９年間も生きていたことにも大変驚いた。
戦後、初代労働省婦人少年局長に就任し
た頃には、私はもう生まれていたのかも。
菊栄逝去の２９歳前後、私は体調を崩し、
新聞を読むどころではなかったことを、思
い出す。 

報告 

「欧米のフェミニズムと山川菊栄」 
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さて、１９７０年代に田中美津さんの「便所
からの解放」という強烈な切り込みで登場
したウーマンリブ運動に共感した私は青春
期をこの運動とともに過ごす。山川菊栄が、
社会主義者であった山川均と結婚するに
際し、母親が出した条件が、①実家の姓を
使わないこと ②籍を入れること であった
そうだ。 
が、７０年代のウーマンリブ運動も、大正期
の社会主義運動に負けず劣らず、社会か
らも、既成の運動の輪からも疎外されてい
たから、当時者は肩身の狭さを感じたし、
家族なども、娘がウーマンリブであるなどと
はうかつには口にできない状況であった、
と思う。ところがこの日、フェミニズム以前
のウーマンリブ運動が主張した論点を明治
２３年生まれの山川菊栄がきっちりと提示
していることを知り、あのリブであった頃の
疎外感を吹き飛ばすような爽快感をあじわ
ったのである。 
 「産む、産まぬはおんなの自由」は、障害
者差別であるとの批判にさらされながらも
譲れないリブ運動の主張であった。山川菊
栄はこれを「産児制限と社会主義」の中で、
「……いかなる社会においても、男女を通
じて、親となるべきや否やを決定する権利
並びに親となる時期を選択する権利は、失
われるはずがありません。～中略～ことに
妊娠，出産、保育の期間を通じて、婦人の
負担は男子のそれをはるかに凌いでいる
以上、この点について特に婦人の意志が
尊重せられねばならぬこと……」と書いて
いる。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

家父長制度を色濃く残した結婚制度に
反発し、事実婚を選択する人が多かったリ
ブ運動であるが、これを山川は「結婚はブ
ルジョア社会の存続する限り、大多数の男
女～特に女子～にとっては個性の墓とな
る恐れがある。恋人同士が、いったん夫と
呼び妻と呼ばるるや、もはや二人の人はな
くなってその代わりに一人が残るのみであ
り、その一人とは通例男子である……」と
書いている。 
 その他、上記のように時代を反映した言
い回しで、現代人が読むには苦痛かも、と
思われる表現であるが、夫婦別姓の必要
を言い、婚外子差別の不当性を言い、ワー
クライフバランスの必要を言い、家庭にお
ける性別役割分担の欺瞞性を言い、家庭
労働の社会化を言い、といった具合に、現
代に通じる課題をすでにほとんど網羅して
いる。その先見性には驚くばかりである。 
  
 最後に、吉田啓子さんのまとめとして「現
代フェミニズムの功績の一つは性抑圧構
造としての『近代家族』の発見にあるが、山
川は『近代家族』の揺籃期にあっていち早
くその性抑圧構造に注目し、これを批判し
ていた」と、ある。 
 また、「山川の描きだす将来社会の男女
関係では、経済的に自立した、対等平等な
関係の構築が語られるが、そこでは異性
愛主義が自明視されており、それ以外の
関係は視野に入っていない。その点から見
れば、山川は『近代家族』思想を批判しな
がら、それを完全に乗り越えたとまでは言
い切れないのである」と、その限界の指摘
をもされている。 
 
 質問への応答の中で、水田珠枝さんは
日本では思想の継承がなく、断絶している
がため、ウーマンリブ運動が登場した際に
は、世間はこれまでにない全く新しい主張
と受け止めたのだろうと言われ、今後、さら
なる山川の社会主義フェミニズムの遺産の
再検討が必要であると呼びかけておられ
る。 
 山川菊栄が見直される時、ウーマンリブ
運動もまた、その思想の実践者、体現者と
しての役割を見直されてもいい、と思うほ
どに、二人の学者の語る山川菊栄とリブ運
動の主張はぴったりと重なりあって響いた
ことを報告したい。（岡田記）
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私（冨田）は、WWのニュースや例会の場で、
フェミニズムと環境のつながりについて考え、
発言してきました。今年、10月 11日から名古
屋で生物多様性条約第 10 回締約国会議
COP10 が開催されますが、生物多様性の危
機はロマンティックな自然保護への想いでは
解決できない「南北問題」であることを掲げて、

市民グループが活動を始めました。私もその
一部会である「ジェンダー・マイノリティ部会」
に関わって、女性と自然を搾取して成長を追
究する家父長制資本主義への異議申し立て
に多くの女たちの声を重ねていきたいと考え
ています。WWの皆さんも一緒に考え、行動し
ませんか？ 

 

 女をタダ働きさせ、生物多様性を蝕んで成長するものとは？！ 

 生物多様性条約第 10 回締約国会議 COP１０で 

 女たちによる ジェンダー・フォーラム を開催します 

 
今年、10月 11日から名古屋で COP10が開催されます。 
私たちは、今日の市場経済が女性と自然、生命を搾取して成長してきたことが、生命の

多様性の急速な減少の主な原因であると考え、COP10 開催に合わせ、市民によるジェンダ
ーフォーラムを開催してこの考えを訴え、変革のための提言を行います。 
今、提言の一次素案を作成し、これを広く女たちに投げかけて意見を募っています。 
ぜひ一次素案を、http://www.cbdnet.jp/wp-content/uploads/gender.pdf でご覧になり、
御意見をお寄せください。また 10月開催予定のフォーラムに是非ご参加ください。 

 
ジェンダーマイノリティ部会提言（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ）第一次素案の概要（2010.07.10） 

 
１ 私たちの立場 

 今日のグローバル規模の市場経済は、豊かな自然資源を浪費すると共に、女性の低
賃金、家事育児などの無償労働と、第三世界の生活を支える生きるための労働を一方
的に利用することで、発展してきました。 
 それは、自然・生命そして女性を「モノ・私有財産」とみなして、使い尽くし破壊し尽くす
という暴力でもあります。 
 この生物多様性と女性を搾取することで成立している現在の市場経済に異議を申し
立てること、そして、前近代的な性役割の固定を排しつつ、自然の多様性に学び、人の
多様性を認め合う新たな経済をめざすことが必要です。 

 
２ 提言 
１ 生物多様性条約前文及び国連女性会議で確認されている 

女性が果たしてきた役割の再確認・再評価とあらゆる局面への女性の対等参画 
２ 生物多様性に関するジェンダー行動計画の策定 
３ 生命の多様性を保全できる持続可能な経済の必要性 
４ 生物資源・遺伝資源を利用して得られる利益の衡平で公正な配分 
５ 途上国における女性の貧困の撲滅 
６ バイオテクノロジーへの異議 
７ すべての生命体の「平和に生存する権利」の保証 

 
■CBD市民ネット＊ ジェンダーマイノリティ部会■              
市民ネット HP：http://www.cbdnet.jp/theme/ ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ部会ﾒｰﾙ：cbdgender@hotmail.co.jp 
＊CBD 市民ネット（生物多様性条約市民ネットワーク）では、今年 10 月に名古屋市で開催さ
れるCOP10に向けて, 以下の 3本柱を掲げてジェンダーマイノリティ部会の他に 15の部会が
活動をしています。 1.基盤つくり, 2.条約交渉への関わり, 3.主体の拡大と交流 

女性の就労曲

線が最も苛烈な

M 字カーブを描

く開催地愛知か

らﾒｯｾｰｼﾞを！ 

http://www.cbdnet.jp/wp-content/uploads/gender.pdf
http://www.cbdnet.jp/theme/
mailto:cbdgender@hotmail.co.jp
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女の映画評  

抑圧からの長い解放の道程（みち） 

「キャタピラー」           高野史枝 

                        

● 「日本の女」 
寺島しのぶという女優がなんだか気に

かかる。別にあのタイプの女優が好きだと
いうわけではないのだけれど、「次はどん
な映画に出るのか」と、ついネットで探した
りなんかしてしまう。 

彼女の全身から漂い出ているのは「私
は満たされていない」という不満感だ。無
表情、平凡でおとなしく見える外見なんだ
けれど、内側では押し殺したナマの感情が
煮えてます…という感じを受ける。皮の袋
に物をギューギュー詰め込んでいくと、柔
軟性のある皮は簡単には破れないかわり、
突如奇怪な部分が突然ボコリ、と膨らんで
ギョッとする。抑圧された女性でいうなら、
この「ボコリ」は悪意（意地悪）だったり性欲
だったりするわけだ。 

長いこと抑圧的な状況にいて、我慢を続
けてきたらしい年上の知人（友人ではない）
と話してると、こっちの話を黙って聞いては
いるものの、たいていそのあと薄く笑って
「あなたたちはいいわね」などとジットリ言
われたりする。うわ、こういうのって怖い
ゾ！寺島しのぶは若いけれど、こんな女性
たちのイメージと重なる。彼女の演じる女を
見ると、たいてい「これぞ古い日本の女の
一典型だな～」とゾワゾワし、しかし「イヤ
なもン見たさ」でかえって目が離せなくな
る。 

『キャタピラー』という「エグい」映画のヒ
ロインには、こんな「抑圧感」のある女優が
どうしても必要で、それは寺島しのぶしか
ない…と見抜いた若松監督は慧眼だ。そ
れがベルリン映画祭コンペティション部門・
最優秀女優賞受賞に繋がったのだろう 

 

 

 

 

● 芋虫とわだちと 
第 2 次世界大戦中の農村に、中国戦線で
戦った久蔵（大西信満）が戻されて来た。
彼は顔面が焼けただれ、手と足をなくした
無残な姿になっていた。勲章を与えられ
「軍神」として祭り上げられる久蔵。手足が
なくとも食欲と性欲だけはある久蔵の世話
をするのは妻のシゲ子（寺島しのぶ）ただ
一人。次第に日本の敗色が強まる中、久
蔵の脳裏には中国戦線で性的虐待をした
女性たちの姿が甦る。そして 8 月 15 日が
やって来た・…。 

「キャタピラー」とは「芋虫」の意味。手足
をなくし、這って動く久蔵を模しているのに
は違いないが、同時に戦車の轍(わだち)

（やはりキャタピラー）のように、否応なしに
人々を戦争へと引きずって行った「国家」と
いうものの暗喩ではないかとも思える。 

若松孝二は日本人には珍しい「タフ」な監
督だ。繊細な表現とか凝った画面作りとか
にあんまりこだわらず、まるで大鉈をふるう
ように自分の描きたい内容だけをぐいぐい
描く。『実録・聯合赤軍浅間山荘への道程
(みち)』（08）はその代表的作品で、3 時間
以上のこの映画を観終わった後は疲労困
憊・茫然自失。『キャタピラー』はさらにその
上をいくエグさで、手も足もない久蔵と寺島
演ずるシゲ子のセックスシーンはもはやホ
ラーに近い。しかし「ここまでやるか？」な
どという批評を「たわごと」として無視する
若松監督からは「みんなが忘れてしまいた
い、無かったことにしたい歴史を自分はフィ
ルムに定着して残すんだ！」という使命感
に裏打ちされた強い意志がビンビンと伝わ
ってくる。これだけ強烈な監督のもとだから
こそ、寺島しのぶの「抑圧されて光り、それ
から暴発してさらに輝く」という個性が存分
に発揮されたのではないだろうか。 
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● 強烈な抑圧と反抗 
誰でも知っている事とは思うが、寺島し

のぶの父は歌舞伎役者の七代目尾上菊
五郎（美貌）。母富司純子（一世を風靡した
美人女優）。弟・五代目尾上菊之助（美貌）。
歌舞伎の家は男子が後を継ぐので女は不
要。そこで付けられた名前は「忍」（耐え忍
べよ…という意味でしょう。きっと）。そして
美貌だらけの中で忍ちゃんだけは平凡な
容姿。こんな環境を振り返るだけで同情が
わく。きっと幼いころから彼女が感じてきた
コンプレックス・抑圧感にはすさまじい物が
あっただろう。 

私が寺島しのぶを意識した最初は、98

年に芸術祭優秀賞などを受賞したテレビド
ラマ『幽婚』（市川森一脚本）だった。これは
死者との婚礼という不思議（不気味）な慣
わしをもとにした幻想的な物語で、彼女は
死体で男と結婚式を挙げる女の役。印象
的だったのは、男（役所広司）を滝壷の中
に誘うシーンだ。この時の彼女はテレビドラ
マでは珍しいオールヌード。「歌舞伎界の
おじょーさまが、また随分潔く脱いだもの
だ」と、ちょっとビックリ。私はこの『幽婚』を
作ったテレビ局で仕事を持っていたので、
「寺島は本気で全部脱ぎたがって困った」
という噂話を聞いた覚えがある。想像だけ
れど、彼女にとって「脱ぐ」ということは、文
字通りさまざまな抑圧から
の「解放」の意味があった
のではないだろうか。つい
でに邪推すれば、ヌードは
伝統的な梨園ではきっとヒ
ンシュクを買うとわかって
いるから、きっと脱ぐことは
彼女にとって「反抗」の象
徴的行為だったはずだ。そ
の後、映画『赤目四十八瀧
心中未遂』（03／荒戸源次
郎）では男を心中行に誘う
役、そしてついに『ヴァイブ
レータ』（03／廣木隆一）で
は「本番すれすれセック
ス」。この出演の際、母の
冨司純子からは「そんな映

画に出るなら絶縁する」と宣言されたと聞く。
その言葉で逆に彼女は「いくら美貌でも、
母にはできない役が自分にはできるんだ」
と気づいたと思う。大喜びで熱演し様々な
賞を取ったことはご存知の通り。その後『愛
の流刑地』（06／鶴橋康夫）は全編これベ
ッドシーン、極め付けが、一昔前なら間違
いなく「エログロ」と非難されたはずの『キャ
タピラー』出演だ。それで国際的な賞まで
取ってしまったのだから、もう誰も彼女の批
判はできなくなるだろう。ついでに歌舞伎界
では嫌われる外国人との結婚（産まれた子
どもがハーフ顔だと使いにくいから）という
「イヤガラセ」でダメ押しをして、「復讐劇」
はジ・エンド。 

個人的には、彼女の「抑圧からの解放史」
に共感するけれど、大きな資質だった「全
身から漂う不満感・不足感」が消えてしまう
のは惜しい。戦前や戦後しばらくの日本女
性を画面で表現するのに、これは無くては
ならない大事な雰囲気だから。いくら同じ
歌舞伎界出身の演技派といえども、松た
か子にはないものだ。 

「辛い抑圧時期」を忘れず、「日本の厭な
女」をずっと演じ続けほしい。 
 

 

 

□8/14～ シネマスコーレ
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女たちの元気流 

[おんな労働組合(関西)] ２２３号 

 

・コマニｰ３年ぶりの団交・・・「育児休業法の改

正（３歳まで短時間が義務化）に伴い、就業規

則の変更の説明をしたいと会社側から申し入れ

があったので、団交をもつ。①従業員の育児介

護の実態を調査し、法律以上の就業規則の改

変を行うべき②組合員Ｎさんは現在の勤務時間

を継続する（当面、就学始期まで）必要がある、 

を確認し、回答を得る予定。 

 

・味コム団交・・・味の素ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞの契約社

員Ｎさんの契約更改に伴う団交をした。 

時期が早まったのは「業務達成指標」にもとづ

いて 12月に報奨金を一部の人に出すということ

の説明のため。いい加減な「指標」のため格差

が生まれると追求するも、Ｎさんの労働条件は

下げないからと。運用の実際が決まってから、

再度説明・団交することになる。賃金は据え置

き。 

 

・関西争議交流会 現場行動・・・6月 13日は会

議、14 日は現場行動。黒川乳業本社前、会社

は「牛乳・果汁飲料の製造」廃止を組合に申し

入れている。大量解雇・工場閉鎖につながるも

の。断固阻止の申し入れ。 南労会が一時金を

組合員にのみ支払っていなかったことに不当労

働行為の判定が確定。南労会を支えている三

菱東京 UFJ 大阪支店前で行動。派遣会社サン

パートナー前で不当労働行為の抗議行動。 守

口パナソニック社前で偽装請負告発で解雇され

たＹさんの闘い。対応するのは保安係のみとい

う中、ｼｭﾌﾟﾚﾋｺｰﾙをあげる。 

 

・５月全体会： 明日香でサイクリング 

・６月全体会： ﾍﾞｰｼｯｸ･ｲﾝｶﾑ学習会 

・おひとりさまのプチ入院体験記 その４ 

 

VOICE OF WOMEN 

[日本女性学研究会] ＮＯ３１２、３１３  

･６月例会報告 わたしの婚活・非婚活・・・「婚

圧」とは結婚しなければいけないという周囲の

圧力のこと。「脱婚活」とは周囲に踊らされて婚

活したけどもうやめようの意味。「婚活疲れ」は

脱婚活につながる状態、などなど次々に言葉が

生み出されている。現代になっても、結婚はい

いこと、結婚できないのはだめ、離婚は悪という

価値観が横行している。結局「結婚って何？」と

いうふりだしに戻ってしまう会でした。 

・２０１０年度日本女性学会大会・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑに参

加しての感想・・・女性関連施設での実態が話

題に。ﾐｯｼｮﾝをもつ機関であっても職員には非

常勤・非正規職員が多く、専門性が担保されて

ない。女性ｾﾝﾀｰなど女性女性と蛸壺のように囲

い込んでおけば、ﾊﾞｯｸﾗｯｼｭ側には都合がいい

かもしれません。 

・「女性学年報３１号」編集委員会だより★2010 

その１・・・３０周年記念号を発行できたのでもう

いいじゃないかという発言見あったが、「年報」

は必要なﾒﾃﾞｨｱだと意見一致。ほっ。 

 

あごら札幌    ２８９号 

･エコそれともエゴ 風力発電は誰のため・・・札

幌市手稲区に近接する小樽市銭函の海岸線に

2000ｷﾛﾜｯﾄの風車を 20基建てる計画が突然発

表された。国から補助金が出で、自治体、NPO

、民間事業の３者による事業。地元の合意が条

件だが、住民に向けたまともな説明会は開かれ

ないまま。低周波による健康被害、美しい自然

がこわされることなどが問題になっている今でも

、反対運動が表面化するまで、「知らんぷり」を

きめこんでいる役人ら。 

・天国と過酷 その１・・・ビナツボ火山噴火の被

災地の土壌改良をｹﾐｶﾙな化学肥料ではなく、

日本の葛（ｸｽﾞ）を植えている青年に会いにフィリ

ピンへ。そこでｸﾘﾆｯｸを主宰する江里子さん、「

奨学生ドナ」との交流、ﾌｨﾘｯﾋﾟﾝ社会の過酷な生

活・・・ 

 

資料室 
ご意見・資料コピー請求は下記（川澄）までどうぞ。 

tel､fax：052-681-6727 mail：nenn_ne@m5.dion.ne.jp  

 

mailto:nenn_ne@m5.dion.ne.jp
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男女差別賃金をなくす連絡会ニュース 

    ２０１０．７ 

・日航企業年金問題の現状について・・・「日

本航空の年金を考える会」が有志によって

立ち上げられ、HP が受給者たちの意見交

流、学習の場となっている。世話人たちの企

業や厚生省との会見、申し入れなどの取り

組みもされている。減額は阻止できなかった

が、役割は大きい。 

・芝信用金庫の退職金制度改定の提案 

・兼松男女賃金差別裁判元原告より・・・同

一価値労働同一賃金の実現にむけて職務

評価を中心としてｼﾝポﾟｼﾞｳﾑを開催。１０月９

日にも開催予定。 

・日立の労働協約改定・・・４月の法改正を

受けて労働協約を改定。育児、介護、在宅

勤務など働きやすくなる内容だが、行使する

ことでマイナス査定になることがないよう監

視が必要。 

・坂本福子弁護士の５０周年お祝いの集い

に出席しました・・・７８歳のお誕生日のお祝

いも兼ね、華奢な体でｹｰｷのろうそくを吹き

消せない坂本弁護士に代わって、夫君の修

先生が役目を引き受けました。 

 

それゆけ女たち   
       [ｾｸｼｭｱﾙﾊﾗｽﾒﾝﾄと斗う労働組合ぱあぷる] No１９５ 

･5 月ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ後半報告「主婦ﾊﾟｰﾄ 最大の非正規

雇用」（本田一成/著 集英社新書）・・・800 万人も

いる主婦ﾊﾟｰﾄを非正規雇用の問題として議論すべ

き。正社員なみの働きを求められ、103 万円の枠に

縛られ、男性の 46.9％の賃金、 

子育てと家事の負担など。この代償は少子化、離

婚の増加、企業の正社員の生産性の低下などを生

む。「ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ社員」創設、労働組合が全労働者に

有利な法改正の運動をすべき。 

・とほほの役立たず日記 その６・・・イギリスの移民

結婚の配偶者（ｶﾀﾛｸﾞﾜｲﾌ）はまずアラブ人、そして

インド人つぎはタイ人、フィリピン人、まず日本人は

いない。病院で働くのは専門職も含めて外国人労

働者である。医療現場は人手不足でそれをまた外

国人労働者で埋めているという。 

・映画「プレシャス」をみて・・・原作「ＰＵＳＨ」著者は

ｻﾌｧｲｱというおおきな瞳の黒人女性。原作を丁寧に

えがいてあり、夫が娘をﾚｲﾌﾟするのを止めなかった

母親役のﾓﾆｰｸは、ｱｶﾃﾞﾐｰ賞助演女優賞をとった。

貧困、近親相姦、ﾚｲﾌﾟ、人種差別、ｴｲｽﾞと負の連鎖

が続く中、つらい体験の話をきき共有するなかで自

分の体験を相対化することを学んでゆく。 

 

7 月 21 日参院選候補者へ公開質問状を送付しました 

愛知・岐阜・三重・静岡県の参院選立候補者および政党に対しての公開質問状回答のまとめです。 

WW ホームページに全文掲載 http://www008.upp.so-net.ne.jp/w_woman/policy.htm 

■回答状況：（回答数/送付数） 

 候補者： 民主（3/7） 自民（0/4） 共産（4/5） みんな（1/3） 合計 8/19 人    回答率 42.1％ 

 政党：   回答/民主、自民、公明、共産 社民、国民新党からは回答なし  合計 4/6 党 66.7％ 

■回答内容（政党の回答）： 

＊質問 1. 所属政党で比例区の候補に男女のクオータ制を導入する考えはありますか （ある or なし） 

 （ある）→0  民主→今後積極的差別是正措置議論をしていく 共産→比例代表制候補者の 50％は女性  

自民→ 十分な検討が必要と考える 

＊質問 2. 批准している ILO100 号条約の法文化のため労基法第４条にこの原則を明文化することについてどう考えますか 

（賛成）→3  自民→十分な検討が必要と考える                              （賛成 or 反対） 

＊質問 3.「女性差別撤廃条約」の選択議定書の批准についてどう考えますか（賛成 or 反対） 

 （賛成）→3  自民→慎重に対応すべき 

＊質問 4.オランダ型ワークシェアリングの日本への導入についてどう考えますか（賛成 or 反対） 

 賛成と明記は共産のみ 各党とも考えを多くよせてきている。詳細は会報臨時号のまとめをご覧ください 

＊質問 5.男性の育児休業取得率を上げるためにも休業補償を月額報酬の 80％にすることについてどう考えますか 

 賛成と明記は共産のみ 民主→現行の育児休業給付は雇用保険特別会計から拠出されており、失業手当の給付率と

の関係なども考慮する必要がある 自民→将来的な目標として賛成 公明→パパクウォーターの実現を目指す  
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INFORMATION・情報・じょうほう 

 

【ｳｨﾒﾝｽﾞｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ名古屋 YWCA】１１周年記念講演会 

講演会 

講師 

 

 

日時 

場所 

連絡先 

アメリカの非暴力教育と子育ての実践に学ぶ～ＤＶと虐待のない安全な社会をつくるために～  

ルース・ビーグルホールさん（ＣＮＶＥＰ＝非暴力・子育てセンター） 
子どもたちが、暴力、強制、強要なしで衝突を解決する方法を学べれば、お互いを尊重し、公平で安

心できる平和な社会を作ることが可能です。アメリカででの具体的な方法を学びます。（通訳あり） 

９月１３日（木祝）１３：００～１６：００ 

名古屋 YWCA（栄） 参加費：1500円 要申し込み 

ｳｨﾒﾝｽﾞｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ名古屋 YWCA  tel052-961-7707 wcny@nagoya-ywca.or.jp 

 

【名古屋市女性会館】 

前期講座

講師 

日時 

公開講座 

講師 

日時 

問合 

世界の女性たちは今～社会的性別（ジェンダー）とわたし～  

第四回： グローバル化/羽後静子（中部大学準教授） 

８月４日（火） 10:00～12:00 受講料 1200円 

今を読み解く「女性と暴力～女性の人権が確立されたまち、なごやを目指して～」 

 柳本祐加子（中京大学准教授） 

９月１８日（土） 10:00～12:00 受講無料 

主催：名古屋市女性会館 いずれも要申し込み 名古屋市女性会館 Tel：052-331-5288 

 

【つながれっとＮＡＧＯＹＡ】 

講座 

講師 

日時 

 

 

        

講座 

講師 

日時 

場所 

問合 

働き方ひとつで素敵に輝ける！これで納得、女性の働き方講座   

石野晴美（社会保険労務士）、伊藤麻美（社会保険労務士）   

毎週土①９月４日②９月１１日③９月１８日④９月２５日 １３：３０～１５：３０ 

内容 ①知っておきたい正社員とパートの損得勘定 ②職場のトラブル対処法 

③起業、フリーランスで輝くノウハウ ④知れば納得！確定申告の基礎知識  

  受講料 1200円 要申し込み                  

育休を取得しているみなさんへ 職場復帰準備セミナー  

永田雅子、川上志保子、藤本悠子   

８月２５日（水） １０：００～１６：３０ 

場所・主催：つながれっと NAGOYA  

TEL：052(241)0311, FAX：052(241)0312 info@tsunagalet-club.net 

 

【ウィルあいち】 あいち国際女性映画祭 ２０１０ 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 

 

パネラー 

 

 

日時 

場所 

問合 

「ソウル国際女性映画祭にみるアジアの新進女性監督（仮題）」 

９月８日（水）17:00～18:00 入場無料 

イ・ヘギョン ソウル国際女性映画祭ディレクター 

キム・ジニョン ソウル国際女性映画祭 2010短編部門グランプリ受賞監督 

コーディネーター：木全純治 あいち国際女性映画祭ディレクター 

あいち国際女性映画祭 ９月８日（水）～９月１２日（日）全３２作品 

あいち男女共同参画財団 電話：０５２－９６２－２５１２ ＦＡＸ：０５２－９６２－２４７７ 

Ｅメールアドレス：kikaku＠will.pref.aichi.jp 

内容  ＊保育園と子ども＊保健師

さんを囲んで＊子どもと一緒に歩む

～親と子のこころ育ち＊先輩ママに

聞く両立論＊職場復帰へ向けて 
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